
第２回大月市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 平成３０年２月２３日（金） 午後２時から午後３時５分 

２ 開催場所 大月市民会館４階視聴覚室 

３ 出席委員  

    １番 志村 喜光   ２番 小林 良次   ３番 山田 政文 

    ４番 佐藤 總明   ５番 蔦木 正彦   ６番 天野 千明  

  ７番 梶原  勝   ８番 西村 恒男   ９番 矢頭 惠造 

１１番 米山 義一  １２番 小俣 民男  １３番 和田 廣行 

  １４番 佐藤 孝義 

４ 欠席委員 

   １０番 山﨑 公江 

５ 議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員の指名 

  日程第２ 会期の決定 

  日程第３ 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請の件 

議案第４条 農地法第４条第１項の規定による許可申請の件 

       議案第５号 基盤強化法第１９条（農地利用集積化計画の公告）の件      

  日程第４ 報告第２号 転用確認証明交付に対する報告 

６ 農業委員会事務局職員 

   事務局長 坂本 和彦  主幹 竹下  仁  事務補助 平山 正幸 

   産業観光課農林業担当 知見 義久 

７ 会議の概要 

 事 務 局   それでは皆様お揃いのようですので、ただ今より始めたいと思います。

最初に互礼を行いたいと思います。ご起立ください。礼。ご着席ください。           

それでは、ただ今より平成３０年第２回農業委員会委員総会を開催致し

ます。 

        会長あいさつ、志村会長お願いします。 

会  長   平成３０年第２回の大月市農業委員会総会を招集しましたところ、公私

ともにお忙しい中をご参集頂き厚く御礼を申し上げます。 



       ２月下旬とはいえまだまだ厳しい日もありまして、体調の管理にも気を

付けねばならぬ時期でございます。 

       さて、私は毎月７日開催される県農業会議に今月も出席致しました。特

に、今回は平成２９年度山梨県女性農業委員の会総会も行われました。県

内の女性農業委員の数は旧制度より１２名増えまして３２名となりました。 

      その内郡内１２市町村の女性農業委員数は１３名という現状でございます。 

      今日はご欠席でありますが、我大月市でも山﨑委員さんが頑張っておられ

るところでございます。今後の活躍を祈念申し上げます。また、先日は農

業委員会だよりの編集委員の方にもご苦労様でございました。お陰様で原

案ができあがり、本日皆様にご提示できる運びとなりました。ご意見ご感

想を頂き、完成させたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

本日の案件は、農地法第３条１件、第４条２件、議案第５号は基盤強化

法第１９条の件でご説明がありますので、皆様のご意見を頂きたいと思い

ますので、よろしくお願い致します。本総会がスムースにいきますよう、

皆様のご協力をお願い致しまして、私の挨拶と致します。 

 事 務 局   開会宣告、会長お願い致します。 

 会  長   本日は、山﨑委員が欠席です。農業委員会等に関する法律第２７条第３

項に規定する過半数を超えておりますので、本日の会議の成立を宣言致し

ます。 

 事 務 局   議長選出、大月市農業委員会会議規則第３条に基づき、議長を会長にお

願いします。 

 議  長   それでは、規則に従いまして、議長を務めさせて頂きます。着席のまま

議事を進めさせて頂きます。 

 総会を開始するにあたり、皆様にお願いを致します。会議中の発言は、

全て挙手の上、指名を受けてからお願いを致します。 

議事の円滑な進行にご協力をお願い致します。 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

 議  長   それでは、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

        議事録署名委員は、３番山田政文委員、４番佐藤總明委員を指名致しま

す。 



日程第２ 会期の決定 

 議  長   続きまして、会期の決定です。日程第２、会期の決定を致します。 

本総会の会期は一日と定めたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

【異議なしの声】 

異議がありせんので、本日、一日と決定致します。 

日程第３ 議事 

 議  長   日程第３、議事に入ります。 

        議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請の件を上程致します。 

        事務局に説明を求めます。 

事 務 局    それでは、説明致します。 

議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請は１件です。 

申請番号１番につきましては、２ページの地図と３ページの写真をまず

ご覧頂きたいと思います。 

申請地は、○○町○○字○○×××－××、地目は田で現況は畑、面積

は合計で４９２㎡です。農振農用地外になっています。 

貸人は●●●●、借人は●●●●です。   

申請地は、●●●団地の東側に位置しております。２ページの地図の色

が違っているところですね、そこが申請地になります。 

申請理由は農業経営の拡大、貸人より使用貸借で農地を借り入れ、申請

地にネギと蒟蒻を栽培する計画です。 

現地調査を行ったところ、３ページの写真にあるように雑草が生えてお

りますが、再生可能な農地であります。 

２ページの地図と５ページの写真を併せてご覧頂きたいと思います。申

請者の●●●●につきまして、現在、申請地に隣接している農地、○○の

×××―××、この農地を所有し、５ページにありますとおり、周りを鳥

獣除けの囲いがしてありますが、そこで現在野菜を栽培しております。ま

た、近くになりますが西側になりますが、○○の×××の土地ですね。こ

こには竹林を所有し筍の収穫をしているということです。先日の現地調査

でも確認してまいりました。更に幡野地区の松葉、これは４ページに地図

がありますが、○○の××××です。そこでネギ等の栽培をしております。



合計しますと２，８４０㎡の耕作をしており、農業者の要件は満たしてい

ると思われます。５ページ、斜面になっていますけれど土が見えていると

ころで耕作をしております。 

以上、ご審議の方よろしくお願いします。 

 議  長   続きまして、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明をお願い致し 

ます。 

        １２番、小俣民男委員お願い致します。 

小俣委員   ２月１６日に志村会長と事務局の二人と私と４人で現地調査をしてまい 

りました。まず、●●●●氏の耕作農地の確認に行ってまいりました。若

干５ページの竹林を農地に含めるか、御異論があるかも知れませんが、一

応筍を採って出しているということですし、●●さんの農地は手を付けて

いない状況でして、●●●勤務でまだ何日か●●●●●●の方に勤めてい

るようです。このまま荒れておくのはもったいないことですので、非常に

いい話じゃないかと思いますので、是非ご検討をよろしくお願い致します。 

議  長   ただ今の説明に質疑のある方は挙手を願います。 

蔦木委員   ×××と×××－××という写真があるんですけど、これは何のために

あるんですか。 

小俣委員   ●●さんの耕作地の確認です。２０アールの基準をクリアーしているか

どうか、そのために。 

 議  長   特に農地のやり取りをする場合には２０アール以上の面積を有している

かということを、かなり厳しくみています。 

 議  長   他にございますか。 

【異議なしの声】 

それでは、質疑がないようですから採決を致します。賛成の方は挙手を

お願い致します。 

はい、ありがとうございました。賛成多数で、許可と決定致します。 

 議  長   続きまして、議案第４号、農地法第４条の第１項の規定による許可申請 

の件を上程致します。申請番号１について、事務局に説明を求めます。 

 事 務 局   議案第４号、農地法第４条第１項の規定による許可申請は２件あります 

        申請番号１について説明します。 



申請地は、○○町○○○字○○○××××、地目は畑で、現況は山林で

す。７ページの地図と８ページの写真を併せてご覧頂きたいと思います。

面積は１，２５８㎡、申請者は、●●●●です。 

申請地は、ＪＲ○○駅の南約３００ｍに位置する第２種農地で農振農用

地外です。土地の東側のとこに見えるのが●●●●の○○○になります。

隣接地は山林原野に囲まれており、平成２２年に非農地通知を出した農地

がその周辺には含まれています。 

申請理由は、山林に転用ですが、昭和６０年ころヒノキを植林し、現在

約３００本程のヒノキが生えているため、追認によるとなり、始末書が提

出されておりますので、始末書を読み上げたいと思います。 

この度、私議農地法第４条の規定による許可申請をお願い致しましたが、

申請地は昭和３９年５月１７日に相続により取得致しました。 

    申請地は北面で痩せ地であり、麦や桑畑として耕作していましたが、周

辺の農地が養蚕の衰退を引き金に耕作放棄地や桧の植林により山林原野化

してきたこと。また、農業は●●●●で担っていましたが、高齢で耕作が

できなくなり、荒地にする前にと昭和６０年頃、桧を植林し、現在は山林

として管理しています。 

        この一帯は、耕作している農地はなく山林化や原野化しているので、植

林するのに農地法の許可が必要であることを知らずに植林いたしました。 

 無知とはいえ、許可を得ず山林化したことは誠に遺憾であり、深く反省

しております。二度とこのような行為はいたしませんので、何卒ご寛大な

るご処分により許可を賜りたくお願い申し上げます。 

        ということで、始末書が出ております。以上、現地調査を行いましたが、

すでに山林となっており、追認の申請が必要との県のご指摘もありました。

ご審議をお願いします。 

 議  長   続きまして、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明をお願い致し

ます。２番小林良次委員お願いします。 

 小林委員   過日、２月の１５日にですが会長と事務局２名と現地を確認致しました。

その後、２１日に県の農務部で２名が現地を見たいということで、事務局

２名と農務部２名と私と現地を確認しましたところ、農務部でもこれはも



う山林しかないということで確認をしてもらいました。 

ご審議の程よろしくお願い致します。 

 議  長   ありがとうございました。 

        ただ今の説明につきまして質疑のある方は挙手を願います。 

        【異議なしの声】 

        質疑がないようですから採決を致します。賛成の方は挙手をお願い致し

ます。はい、全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

 議  長   次に申請番号２について、事務局に説明を求めます。 

 事 務 局   申請番号２について説明致します。９ページの地図と１０ページの写真 

を併せてご覧頂きたいと思います。 

申請地は、○○町○○字○○×××―××、地目は畑で、現況はこちら 

の方も山林です。面積は１，９７３㎡です。 

申請者は、●●●●。申請地は、林道○○○線からｍる○線に入り２０

０ｍ程入ったところにあります。 

申請理由は、山林に転用ですが、こちらも、４０年程前にヒノキ約１０

０本、スギ約２００本を植林し、追認の申請となります。この場所につき

ましては、昨年８月の総会で太陽光発電の申請があった際に、申請者の持

っている農地が山林による違法の転用があるということで、太陽光の許可

を得る際に、違法転用を追認申請するよう指導をした場所です。ここにつ

いても、始末書が出ておりますので、読み上げたいと思います。 

        この度、私議農地法第４条の規定による許可申請をお願い致しましたが、

申請地は平成７年１１月２９日に相続により取得致しました。 

        申請地は山中にあり亡父が桑畑として耕作していましたが、この一帯は、

養蚕の衰退を引き金にほとんどの農家が桧の植林をしており、父も荒地に

する前にと昭和５５年頃、桧を植林し、現在は山林として管理しています。 

        昨年、隣接する農地○○町○○字○○×××番×に太陽光発電施設を設

置した際、大月市農業委員会の現地調査があり、農地に人為的に植林する

ことは、違法行為であることが分かりました。 

        相続した土地ではありますが、許可を得ず山林化したことは誠に遺憾で

あり、深く反省しております。二度とこのような行為はいたしませんので、



何卒ご寛大なるご処分により許可を賜りたくお願い申し上げます。 

        ということで、始末書が出ております。こちらの場所につきましても、

現地調査を行いましたが、既に山林化しており追認による申請が必要だと

ご指摘を県の方からももらっております。 

        以上、ご審議をよろしくお願いします。 

 議  長   ありがとうございました。 

        続きまして、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明をお願い致し

ます。６番天野千明委員お願いします。 

 天野委員   自分の場合、事務局とか会長と一緒に現地調査に行けなかったので、１

９日の夕方と今日の午前中、確認した所ですが、もうしっかりした木に育

っていますので、本人も今となって心配しているので、農地から山林へと

いう状態になっていますのでよろしくお願いします。 

 議  長   はい、ありがとうございました。 

        ただ今の説明につきまして、質疑のある方は挙手を願います。 

       【異議なしの声】 

        質疑がないようですから、採決を致します。賛成の方は挙手をお願い致

します。はい、ありがとうございました。全員賛成ですので、許可相当と

決定致します。 

 議  長   続きまして、議案第５号、基盤強化法第１９条農用地利用集積化計画の

公告の件を上程致します。 

        事務局に説明を求めます。産業観光課農務担当知見さんお願いします。 

 農林業担当  産業観光課農林業担当の知見と申します。よろしくお願い致します。 

        第５号議案につきまして、制度の説明も交えながら案件の説明をさせて

頂きたいと思います。 

        今回の５号議案の案件ですが所謂農地中間管理機構を通じた貸し借りを

行うというものになります。中間管理機構を利用したものは、農地法の貸

し借りとは異なりまして、農業経営基盤強化推進法という法律に基づいた

利用権の設定を行う貸し借りということになります。基盤強化促進法によ

る利用権設定なんですけども、農地を貸したい方と借りたい方が話がまと

まりましたら、市町村が農用地利用集積化計画というものを作成します。



法律に基づきまして、市町村の農業委員会の決定を頂いて、その利用権が

定められることとなります。農業委員会で決定がされましたら、市の方で

市役所等に公告というものを行いまして、その利用権の効果が発生すると

いうことになっております。 

農地中間管理機構を通じた貸し借りですが、利用権設定を行うというこ

とを今言いましたが、具体的には土地の所有者が機構に貸し付けて、借り

たい人が機構から貸し付けられることになります。 

中間管理機構を使うメリットとしましては、公的な機関が間に入ります

ので、安心して貸し借りができまして、賃貸契約の経過後は一度契約がリ

セットというか、そこでいったん解除になりまして、必ず権利が土地の所

有者にまた戻ってくるということがあります。賃貸借の場合には、賃貸の

徴収ですとか借主への支払いは中間管理機構が行いますので、そういった

ことが要らなくなるということも管理機構のメリットになります。また、

条件次第では国の方から協力金がもらえるということがあります。 

それでは、具体的に案件について、説明させて頂きます。 

１１ページにありますように３件ありまして、所在が○○町○○○字○

○×××番、登記地目田、現況地目田、農振農用地内、面積は１，４０８

㎡、貸付人が大月市○○町○○○××××番地、●●●●。 

        ２件目が○○町○○○字○○○×××番、登記地目田、現況地目田、農 

       振農用地内、面積が１，１４３㎡、貸付人が山梨市○○○××××番地×

●●●●。 

 ３件目が○○町○○○字○○○×××番、登記地目田、現況地目田、農

振農用地内、面積が９１５㎡、貸付人が○○町○○○×××番地、●●●

●。 

 借受人については甲府市宝１丁目２１番２０号、公益財団法人山梨県農 

業振興公社。この農業振興公社が山梨県から中間管理機構としての指定を

受けています。 

 以上が農地利用集積化計画の内容になります。資料をお配りさせて頂い

ているんですが、県の中間管理機構に貸し付けられましたら、借主として

申し入れがされている方が資料の一番上に付けてあるんですけども、こち



らに●●●●さんが借主として追加されることになっておりまして、この

方、○○○に在住の方なんですけれども、今現在、●●●●の下の所です

とか●●を●●●●のところとかで、既にやられている方になりまして、

実績もありますし、器材等も備え付けてありますので、今回、貸し借りを

するに当たって十分できるのではないかと思っております。 

 あと、後ろに様式類を付けさせて頂いてまして、小さい紙の方が農地の

借受希望申込書という貸してもらいたい方が中間管理機構に出す書類、そ

の下が貸出申込書といいまして貸したいというための申出書になります。 

一番下に付いておりますのが、今回の農地利用集積化計画になりまして、

ちょっと入ってないですけれども、今回の案件の内容を枠内に書いて頂き

まして、甲の所には農地を貸す方がありまして、常にこれを作成して農業

委員会に通知してありますので、今回こういう議案が出せたということに

なります。 

 現在、この中間管理機構、申込書ってのがあるんですけども、借りたい

という申込書は、多分できると思うんですけど、貸したいっていう申込書

はこちら使用するんですけど、こちらの方は多分出したいと言っても、今

のところは出せなくて、今回のように借りたい人と貸したい人がまとまっ

ている場合に実際こういう貸し借りが成立することになっております。 

 一応この用紙を使用するということでご承知をいただければと思います。 

 ご審議よろしくお願い致します。 

 議  長   ありがとうございました。 

        ただ今の説明につきまして、質疑のある方は挙手を願います。 

 山田委員   これは、農地法の適用じゃなくて基盤強化法の適用ということで 

 事務局長   これは、お知らせだけで 

 農林業担当  これでとおって、公告文書を作れば、これで効果が成立になります。 

 山田委員   具体的にこの面積でいくらくらいのお金が入ってくるですか。 

 農林業担当  私読んでなかったんですが、今回は使用貸借ですから貸し借りについて

は費用はなしになっています。 

 山田委員   公社は来ない。 

 農林業担当  基本的には公社は仲介をするだけなので、手数料とかはなくて、借りる



使途が、もし賃貸借であればお金を払って、それはそのまま貸してる人に

渡すという。 

 山田委員   前に２・３年前に聞いた話だと１反分当たり２万円とか 

 農林業担当  それは、制度のところで条件次第で協力金がもらえるっていう意味の 

 山田委員   これは、対象じゃないんですか。 

 農林業担当  それは、条件があるんですけれども、期間とか協力金にも種類があって、

１０年以上貸付け、持っている農地を全部貸す。そういった場合の協力金

の出方とか。 

 山田委員   自分の所有している農地を全部貸さなきゃだめなの。 

 農林業担当  それも、営農されている方が全部渡すとかいう、なかなか厳しい条件が

あって、一応１０年以上っていうのが一番協力金が出やすいです。２・３

年前はもっと高かった。２万円だったんですけど、それは優遇的な金額で、

今は基準単価の１万５千円だと思います。 

 事務局長   土地を貸したい人がいて、借りたい人がいる場合、二人でやらないで山

梨県を間に挟んで山梨県が今回はお金がかからないですけど、使用料をと

ってその分を山梨県が仲介するって形で、これ仕組みができます。遊休農

地を減らしましょうっていう事業なので、１０アール当たり昔は２万円奨

励金みたいに地主さんにお金が渡ったんですけど、だんだんそれが慣れて

くると今金額が下がっているという状況です。今回の場合は金額が発生し

ないので貸し借りが全然お金がないってだけなんですけど、他の所では㎡

５００円とかあるね。それなりのお金を払って今も借りているところがあ

ります。 

 山田委員   これは、国の制度には合致しないけど、借りる人が或いは貸す人、両方

で例えば年間１反分５千円になるよ、もらうよとなるとここに金が入って

くるんだね。 

 事務局長   借りている人は県の中間管理機構に払って、中間管理機構から地主さん

に払う。 

 山田委員   県が間に入ってお金のやり取りをするわけね。これは今まで大月では何

カ所かあるんですか。 

 事務局長   そうですね、久保 



 山田委員   久保だけ。 

 農林業担当  宮谷、●●さんのところ。 

 議  長   他に何かございますか。 

 蔦木委員   これは山梨県振興公社ってところに申し込む 

 農林業担当  市が県から委託を受けている形になっていますので市町村で、農林業担

当です。 

 山田委員   これは全部、今まで●●●●●さんだと思うんだけど、藤崎とこれは全

部使用貸借ですか。 

 農林業担当  いいえ、久保の方は賃貸借で、宮谷は使用貸借です。 

 議  長   最低５年ですか。 

 事務居長   最低３年からです。１０アール以上。 

 議  長   他にはどうですか。 

 西村委員   鳥獣害はないですか。 

 小林委員   今のところ聞いたことがないです。 

        現地は●●●●●入口の国道側だから、上は民家で細い川を挟んでいる

から猪とか聞いてはいないです。ただ●●●●の跡地は猪がよく巣を作っ

ているようだけど、この土地は今のところ出てないです。 

 事務局長   話は違いますが酒米の方がまだ足りないので、なんとか大月市で探して

もらいたいって●●さんからお願いされているんですが、大月市さんの「●

●●」って●●だけで●●を造りたい希望なので、今足りなくなって都留

の方に出ているんですけど。できれば大月市でできるだけ造りたい。 

 議  長   そういうことですから、どなたかいればご紹介頂いて活性化できたらと

思います。 

        他に質疑がないようでしたら、本件について賛成の方は挙手を願います。 

        はい、ありがとうございました。全員賛成ということで原案どおり可決

致します。 

日程第４ 報告事項 

 議  長   次に日程第４、報告事項を議題と致します。報告第２号について、事務

局に報告を求めます。 

 事 務 局   それでは、１４ページ報告事項です。平成３０年１月１１日から平成３



０年２月９日までの転用認の申請は２件です。 

        番号１、○○町○○字○○○×××－×、申請者は●●●●●、転用目

的は駐車場及び資材置場です。１５ページにある写真のとおり、現在車が

停まっている所ですけど、駐車場。そして、奥が資材置場ってことで確認

致しました。 

続きまして、番号２、○○町○○字○○××××－×他×筆、申請者は

●●●●、転用目的は宅地です。１８年前の申請ということで確認致しま

したが家の建て替えがされておりまして、駐車場、資材置場として使われ

ている所です。宅地ということでここを確認致しまして証明書を発行致し

ました。 

以上、報告致します。 

 議  長   ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、質疑がございま

すか。 

       【異議なしの声】 

議  長   ないようですから、本日の日程は全て終了致しました。議事進行にご協

力ありがとうございました。 

       職務代理に閉会をお願い致します。 

職務代理   長時間に渡り、慎重審議ありがとうございました。 

       以上をもちまして、平成３０年第２回の大月市農業委員会総会を閉会致

します。どうもありがとうございました。 
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